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地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
平

成
27
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税

率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
車

両
の
種
類
や
新
規
登
録
の
年
月
に

よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
税
率
が
異

な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
軽
自
動
車
税
は
、
そ
の

年
の
４
月
１
日
時
点
の
所
有
者
に

課
さ
れ
る
税
金
で
す
。
４
月
２
日

以
降
に
廃
車
や
名
義
変
更
の
手
続

き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
の
税
額

を
全
額
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
廃
棄
、
譲
渡
な
ど
に

よ
り
、
す
で
に
車
両
を
お
持
ち
で

な
い
場
合
は
、
早
め
に
廃
車
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
車
両
も

含
め
て
全
車
両
に
対
し
て
平
成
27

年
度
か
ら
新
税
率
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

　

新
車
と
し
て
新
規
登
録
さ
れ
た

年
月
に
よ
り
、
現
行
税
率
、
新
税

率
、
重
課
税
率
（
平
成
28
年
度
か

ら
適
用
）
の
い
ず
れ
か
の
税
率
に

な
り
ま
す
。

新
税
率
…
平
成
27
年
４
月
１
日
以

降
に
新
車
と
し
て
新
規
登
録
を
受

け
る
車
両
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
新
規

登
録
を
受
け
た
車
両
は
、
現
行
税

率
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
ま
す
。

重
課
税
率
…
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
の
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る
観
点

か
ら
、
最
初
の
新
規
登
録
か
ら
13

年
を
経
過
し
た
車
両
に
対
し
て
翌

年
度
か
ら
課
さ
れ
る
税
率
で
、
平

成
28
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
電
気
自
動
車
な
ど
を
除
く
）

※
最
初
の
新
規
登
録
と
は
、
自

動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
て
い

る
「
初
度
検
査
年
月
」
の
こ
と

で
す
。

車種区分 現在の税率
（平成26年度まで）

改正後
（平成27年度以降）

原動機付自転車

総排気量 50cc以下 1,000円 2,000円
総排気量 50cc超～90cc以下 1,200円 2,000円
総排気量 90cc超～125cc以下 1,600円 2,400円
総排気量 ミニカー 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車（軽二輪） 総排気量 125cc超～250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量 250cc超 4,000円 6,000円

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率表

軽三輪、軽四輪の税率表

車種区分
現在の税率を適用 平成27年度から適用 平成28年度から適用

平成27年3月31日以前
に新規登録された車両

平成27年4月1日以降
に新規登録する車両

新規登録から13年を
経過した車両

三輪のもの 3,100円   3,900円   4,600円

四輪以上
乗用

営業用 5,500円   6,900円   8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物用
営業用 3,000円  3,800円   4,500円
自家用 4,000円  5,000円   6,000円

平
成
27
年
度
か
ら

軽
自
動
車
税
の
税
率
が

変
わ
り
ま
す

軽
自
動
車
税

原
動
機
付
自
転
車

二
輪
の
軽
自
動
車

二
輪
の
小
型
自
動
車

三
輪
、
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

平成27年度
税制改正の概要をお知らせします
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地
域
間
の
税
金
の
偏
在
性
を
是

正
し
、
財
政
力
格
差
の
縮
小
を
図

る
た
め
、
平
成
26
年
10
月
１
日
以

降
に
開
始
す
る
事
業
ま
た
は
連
結

事
業
年
度
か
ら
法
人
市
民
税
法
人

割
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
引
下
げ
分
に
相
当
す
る
地
方

法
人
税
（
国
税
）
を
創
設
し
、
そ

の
税
収
全
額
が
地
方
交
付
税
原
資

と
さ
れ
ま
す
。

予定申告税額

経過措置による
計算式

前事業年度分の法人税割額×４.７÷前事業年度の月数

通常の計算式 前事業年度分の法人税割額×６÷前事業年度の月数

　

法
人
税
割
の
税
率
の
改
正
に
伴

い
、
平
成
26
年
10
月
１
日
以
降
に

開
始
す
る
最
初
の
事
業
年
度
ま
た

は
連
結
事
業
年
度
の
予
定
申
告
に

係
る
法
人
税
割
額
は
、
次
の
算
式

で
求
め
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

法
人
市
民
税
法
人
税
割
の

税
率
の
引
き
下
げ

予
定
申
告
に
お
け
る
経
過

措
置

法
人
市
民
税

事業年度の開始日 法人税割の税率

平成26年9月30日まで 12.3％

平成26年10月1日以降   9.7％

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
、

居
住
年
の
適
用
期
限
を
平
成
25
年

12
月
31
日
か
ら
平
成
29
年
12
月
31

日
ま
で
４
年
間
延
長
す
る
と
と
も

に
、
こ
の
う
ち
、
平
成
26
年
４
月

～
平
成
29
年
12
月
に
居
住
用
に
供

し
た
場
合
、
控
除
限
度
額
が
拡
充

さ
れ
ま
す
。

　

上
場
株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
お

よ
び
配
当
に
係
る
軽
減
税
率
（
所

得
税
７
％
、
市
・
県
民
税
３
％
）

が
平
成
25
年
12
月
31
日
を
も
っ
て

廃
止
さ
れ
、
平
成
26
年
１
月
１
日

以
降
は
、
本
来
の
税
率
（
所
得
税

15
％
、
市
・
県
民
税
５
％
）
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

●
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る

軽
減
税
率
の
特
例
措
置
の
廃
止

＊
平
成
25
年
か
ら
平
成
49
年
ま
で

の
各
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

の
際
に
は
、
基
準
所
得
税
と
併
せ

て
、
復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
と

し
て
そ
の
年
分
の
基
準
所
得
税
額

に
２
・
１
％
の
税
率
を
乗
じ
て
計

算
し
た
額
）
を
申
告
・
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

改正前 改正後

居住年 ～平成25年12月31日 平成26年1月31日
～3月31日　

    平成26年 4月  1日
～ 平成29年12月31日

控除
限度額

所得税の
課税総所得額等の5％

最高(97,500円）

所得税の
課税総所得額等の5％

最高(97,500円）

所得税の
課税総所得額等の7％

最高(136,500円）

※平成26年4月1日～平成29年12月31日までの金額は、新たな消費税率で住宅を取得等した
　場合であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記の範囲内
　で市・県民税から控除するものです。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
延
長
・

控
除
限
度
額
の
拡
充

上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所

得
等
に
係
る
軽
減
税
率
の
廃
止

市
・
県
民
税

改正前 改正後

平成21年分～
平成25年分 平成26年分～

3％
市民税1.8%
県民税1.2%
＊所得税7%

5％
市民税3%
県民税2%

＊所得税15%

改正前 改正後

区分 平成21年分～平成25年分 平成26年分～

金融商品取引業者
等を通じた売却など

3％
市民税1.8%
県民税1.2%
＊所得税7%

5％
市民税3%
県民税2%

＊所得税15%
上記以外

5％
市民税3%
県民税2%

＊所得税15%

＊平成26年4月1日～平成29年12月31日までの金額は、新たな消費
税率で住宅を取得等し　　た場合であり、それ以外の場合における控
除限度額は現行と同様です。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかっ
た額を、上記の範　　　囲内で市・県民税から控除するものです。

●
上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た
場
合

の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

課
税
の
特
例
に
関
す
る
特
例
措
置

の
廃
止


